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本
年
六
月
十
三
日
に
、
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
五
～
「
今
日
よ
り
明
日
は
よ
く
な
る
」
と
実
感
で
き
る

社
会
へ
～
（
骨
太
方
針
二
〇
二
五
）
（
以
下
、
骨
太
方
針
と
い
う
）
が
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
の
答
申
を
経
て
、
閣
議
決
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
、
医
療
・
介
護
・
障
害
福
祉
分
野
の
処
遇
改
善
・
業
務
負
担
軽
減
等
に
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
し
ま
す
。 

一 

骨
太
方
針
に
介
護
職
員
処
遇
改
善
が
入
っ
て
い
ま
す
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
。 

 

１ 

処
遇
改
善
の
内
容
は
い
つ
ま
で
に
決
定
す
る
の
で
す
か
。 

 

２ 

い
つ
か
ら
介
護
職
員
処
遇
改
善
を
し
ま
す
か
。 

 

３ 

そ
の
方
法
は
、
介
護
報
酬
の
期
中
改
定
に
よ
る
引
上
げ
か
、
補
助
金
支
給
か
、
ど
ち
ら
で
す
か
。 

二 

私
た
ち
は
、
令
和
七
年
度
予
算
に
対
し
て
修
正
案
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
財
源
も
セ
ッ
ト
で
、
今
年
度
の
介
護
職
員
の
月

一
万
円
、
年
十
二
万
円
の
処
遇
改
善
と
、
訪
問
介
護
事
業
者
へ
の
財
政
支
援
を
行
う
べ
き
こ
と
を
提
示
し
、
同
様
の
趣
旨
の

議
員
立
法
を
国
会
に
一
月
に
提
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
な
ぜ
、
政
府
は
私
た
ち
の
介
護
職
員
処
遇
改
善
や
訪
問
介

護
事
業
者
支
援
の
要
望
を
拒
否
し
た
の
で
す
か
。 



 

２ 

 

三 

令
和
六
年
四
月
か
ら
、
訪
問
介
護
の
介
護
報
酬
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
深
刻
な
影
響
、
被
害
が
増

え
て
い
ま
す
。
令
和
六
年
六
月
以
降
、
今
日
ま
で
、
廃
業
、
倒
産
し
た
、
訪
問
介
護
事
業
者
や
介
護
施
設
は
何
件
と
、
政
府

は
認
識
し
て
い
ま
す
か
。 

四 

介
護
職
員
処
遇
改
善
は
、
待
っ
た
な
し
の
状
況
な
の
で
、
年
内
に
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
の
た
め
の
介
護
事
業
者
へ
の
補

助
金
を
支
給
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

五 

介
護
事
業
者
の
廃
業
や
倒
産
が
増
え
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
骨
太
方
針
に
入
れ
る
だ
け
で
、
今
年
度
は
、
介
護
職
員
処
遇

改
善
の
予
算
を
つ
け
な
い
の
で
す
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

六 

政
府
は
、
税
収
の
増
収
分
を
還
元
す
る
た
め
に
、
国
民
一
人
当
た
り
二
万
円
の
給
付
金
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
給
付
金

を
配
る
財
源
が
あ
る
な
ら
、
今
年
度
中
に
、
増
収
分
を
財
源
に
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
の
補
助
金
を
支
給
す
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

七 

多
く
の
介
護
事
業
者
が
、
経
営
難
や
人
手
不
足
に
よ
り
、
倒
産
、
廃
業
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
政
府
は
、
私
た
ち
が
要

望
し
て
い
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
の
補
助
金
支
給
の
今
年
中
の
実
現
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
す
か
。
な
ぜ
、
今
年
度
は
介
護

職
員
処
遇
改
善
が
必
要
な
く
、
来
年
四
月
か
ら
は
必
要
な
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 



 

３ 

 

八 

骨
太
方
針
で
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
分
野
の
職
員
に
つ
い
て
、
「
他
職
種
と
遜
色
の
な
い
処
遇
改
善
や
業
務
負
担
軽
減
等

の
実
現
に
取
り
組
む
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
、
月
何
万
円
の
引
上
げ
、
す
な
わ
ち
処
遇
改
善
を
目
指
す

の
で
す
か
。
ま
た
、
そ
の
処
遇
改
善
は
、
い
つ
ま
で
に
実
現
す
る
の
で
す
か
。
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


